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台東区環境基本計画 パブリックコメントの実施結果 

 

意見受付期間 令和５年１２月１５日（金）～令和６年１月５日（金） 

意見受付場所 

区公式ホームページでの受付のほか、各区民事務所・分室・地区セン

ター、区政情報コーナー、生涯学習センター、環境ふれあい館ひまわり、

環境課窓口で中間のまとめ閲覧・意見受付。 

意見受付件数 ２人 ９件 

提出方法の内訳 
郵送 ０人（０件） ファクシミリ ０人（０件） 

ホームページ ２人（９件） 持参 ０人（０件） 

 

分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第４章 １ 第４章 環境施策の展開 Ｐ６７の「運輸部門」

についてカーボンニュートラルに向けて動き出

すのは良いことかと思います。しかし、それには

テクノロジーの進化が必須なわけですが、その成

熟を待つ間に、出来ることをドンドン進めていけ

ればと思います。すなわち、ＣＯ２を出さない街

づくりの推進です。例えば、走行する車の量を減

らし、自転車での移動を簡易にする街づくり等で

す。住んでいて思うのは、非常に駐輪場が少なく、

簡単な移動がしにくいという点です。旅行者が多

いということから、接触事故を防ぐため自転車を

あまり走らせたくないという背景は理解してい

ますが、ＣＯ２を出す自動車を減らすという意味

では、自転車が増えることは良いことのはずで

す。ですので、自転車と人がちゃんと共存でき、

自動車が減らせる街づくりを期待したいです。 

交通における環境負荷の

低減として、「自転車等駐車

場の整備」及び「タウンサ

イクルの促進」を環境基本

計画に位置付け（１０５・

１０６ページ）、手軽で環境

にやさしい自転車の利用促

進を図ってまいります。 

（取組の柱４－① 健康で

快適な生活環境の確保） 

第４章 ２ 外国人観光客のマナーと観光税について 銀座

線、都営浅草線と浅草駅をしょっちゅう利用しま

すが、銀座線浅草駅の階段に座りこんでアイスを

食べたり、浅草線の階段の上りきったところにた

まっていて、通行に支障があり、はっきり言って

ぶつかりそうになったり、こけそうになって、危

現在、急速に外国人観光

客が回復してきておりま

す。 

そこで、区では、区民と

観光客がともに過ごしやす

いまちづくりに向けて、ホ



3 
 

ないです。観光に力を入れているのでしょうが、

地域住民が迷惑するような環境は増やさないよ

うに、区として、英語の話せる警備員を、駅や、

浅草寺周辺の通りに配置するとかできません

か？ 浅草寺を中心に、京都ではありませんが、

住人が通行するのにも邪魔なくらい団体客がい

て、二天門の横断歩道なんかは、平然と団体客が

なかなかわたりきらなくて、車で通行するときに

は迷惑ですし、歩くのも隙間もないくらいで、本

当にうんざりします。東武浅草駅前のみずほ銀行

から馬道の交差点にむかって、観光客が多すぎま

す。なにか、観光税とかとれませんか？タダだか

ら、たいして買いもしない客層もわさわさくるの

もありませんか？、観光税を徴収して、浅草界隈

にそういう英語中国語が話せる警備員をはいち

するとかして、住人が我慢しなくてはならない環

境を減らしてほしいです。観光公害に対する区在

住の人々の意見を別途集めてほしいです。あと、

観光案内所やホテルで、道の真ん中でたむろしな

い止まらないとか、人の敷地に入らないとか、大

声で電車でしゃべらないとか、観光客に対するお

願いを配布するとかできませんか？ ここは日

本です。マンションの植え込みにすわってご飯を

食べたり、人んちの壁に寄っかかっていたり、た

いていの日本人なら嫌がることがそこらじゅう

でおきています。神社で結婚の写真を撮るのにで

っかい声ではしゃいでいたり。あと、これは神社

仏閣がすることでしょうが、Tシャツ短パン、露

出大で浅草寺なりにいられると不快です。日本の

神様に対して、不敬極まりないです。浅草は日本

の観光地の代表として、観光公害から守る代表例

になってほしいです。区の職員の方は実際に浅草

を歩いて回って感じてもらえませんか？ 

ームページで観光における

ルール・マナーについての

注意喚起等を行うほか、観

光マナーに関するパンフレ

ットやポケットティッシュ

を作成し広く配布するな

ど、観光客のマナー啓発に

取り組んでおります。 

（取組の柱４－① 健康で

快適な生活環境の確保） 

第４章 ３ 三社祭の提灯６０００円、年始の松飾 4000 円、

拒否すればつけませんが、頼んでもいないのに、

町会が勝手につけにくるってこのご時世普通じ

ゃないです。こういう浅草の雰囲気を盛り上げて

いるのも住人が自腹切ってるからだとおもいま
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す。そんなに盛り上げたいなら、本当なら、区か

ら補助がでてもいいと思います。そういう住民を

大事にするために、観光公害を減らしてくださ

い。 

第４章 ４ また、浅草四丁目の富士公園ですが、喫煙所にな

っています。公園は喫煙可でしょうか？たばこ臭

いし、変な人がたまっていて迷惑です。 

本区では、条例により、

朝７時から９時までの２時

間を喫煙禁止時間に指定し

ています。なお、それ以外

の時間帯について規制はご

ざいませんが、令和４年３

月に「台東区公衆喫煙環境

の整備指針」を策定し、喫

煙する人もしない人も共存

できる分煙環境の整備を推

進しています。本指針に基

づき、分煙環境の整備に取

り組んでまいります。 

（取組の柱４－② まちの

美化に向けた環境配慮行動

の普及・促進） 

第４章 ５ 富士小学校のマーチングバンドですか、町中に響

く爆音で当たり前のように練習していますが、住

人は我慢しているんです。自分たちのやりたいこ

とを人の迷惑を考えないで朝８時とかから練習

するときもあって、そういうのがまかり通るんだ

と子供に教えているようなもんだと思います。い

くら浅草とはいえ、あの爆音は朝夕かぎらず、あ

りえないと思います。病気の人、高齢の人、具合

の悪い人もいるのに、あんな爆音だすなんて異常

な教師がやっているとしか思えません。どっか、

隅田川沿いでもいってやってほしいです。という

か、やめてほしいです。住人の我慢の上に、自分

たちのしたいことをしているんだと教えている

んでしょうか？住宅街の区ではありえないので

はないでしょうか。騒音が平気な人しか住めない

区になっているかもしれません。 

区では、巡回や区民から

の相談を通して、騒音によ

る公害発生源の把握に努め

ています。その中で、法や

条例の規制基準値を超過し

ている騒音が確認できた場

合は、事業者らに対し、近

隣環境への配慮を行うよう

に指導しております。 

また、教育活動によって

発生する場合は、法令等の

規制はありませんが、「屋内

での練習を原則とする」、

「演奏する時間帯を考慮す

る」等、地域住民への配慮

を行うよう指導しておりま

す。 

（取組の柱４－① 健康で

第４章 ６ 千束通りで音楽フェスを近年やっていますが、そ

れも異常な爆音で、かなり離れていますが、音が
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聞こえてきて迷惑です。爆音を出してあたりまえ

な環境になにか規制はかからないのでしょうか。

浅草でやる意味があるのかわからない代物です

し、近隣住民に我慢をしいています。病気の人、

具合の悪い人、子供を寝かしつけたい人色々いま

すが、こんなにしょっちゅううるさいと、住むと

ころじゃないなと出て行ってしまう人もいて、あ

とは、しがみついてここに住んでいる、高齢者だ

けになってしまいますよ。 

快適な生活環境の確保） 

第４章 ７ 富士公園に今年開催された盆踊りですが、大変う

るさく迷惑でした。いくつかの町会が合同とのこ

とでしたが、ずっと富士公園でやるのでしょう

か。音を出してもあたりまえの環境は、いくら浅

草でも勘弁してほしいです。 

第４章 ８ 柳通りの、お富士さんの植木市、もういい加減や

めてほしいです。この 4日間、家の車庫は使えな

いし、本当に迷惑です。この時代にそこらじゅう

で植木でも花でも買えるのに、通行止めまでして

やる意味ありますか？朝５時～家の前でガタガ

タ業者が来て音出しています。迷惑です。浅草は

観光地だから特殊なのかもしれませんが、それに

しても、住む人がいたり、そこで働きたいと思う

人がいてこそ、区がなりたつわけで、そういう

人々を大切にする施策をとってほしいです。 

第４章 ９ 浅草は、敷地の概念が少ない人が多いのか、平気

で道を占拠して標識が出ているのに車が通れな

くなっていて、自転車を置いたりしている場所が

ありますが、何も対処しないのでしょうか。マル

エツ浅草四丁目店と自転車屋の間もそうですし、

ローソン浅草四丁目店の裏の道も自分家のよう

に使っていて、物騒な雰囲気になっています。 

放置自転車指導整理区域

として指定されている駅周

辺は、巡回指導員が警告札

による注意喚起やマナー啓

発活動を行い、放置自転車

を計画的に即日撤去してい

ます。 

また、指導整理区域外に

おいても、公共の場所（道

路、公園等）に放置されて

いる場合は、巡回指導員に

よる指導・警告後、撤去し

ています。 

（取組の柱４－① 健康で
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快適な生活環境の確保） 

 


